
有害鳥獣捕獲数 過去最多の1,681頭
農作物被害については微増

問い合わせ
みりょく創出部 農林課 林政鳥獣対策係
TEL027-382-1111（内線2617）

イノシシ（箱わな）と捕獲隊員 イノシシ（田んぼの踏み荒らし）



  Ｈ２０ Ｈ２５ H30 R1 R2 R3 R４ R5 R６

全種合計 340 799 1,137 1,592 909 894 1,513 1,602 1,681

イノシシ 251 356 564 1,003 286 309 552 589 649

ニホンジカ 5 14 73 94 120 152 262 287 290

ニホンザル 18 17 28 29 11 12 28 91 52

ハクビシン 42 129 142 123 170 147 211 149 158

タヌキ 0 163 106 97 82 87 135 141 169

アライグマ 19 114 196 204 219 161 304 315 328

ツキノワグマ 5 6 2 4 3 10 1 1 12

その他鳥獣 0 0 26 38 18 16 20 29 23

　年度、種類別 有害鳥獣捕獲数



　年度、種類別 有害鳥獣捕獲数（グラフ） 
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指定管理鳥獣　捕獲頭数（イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ）

イノシシ ニホンジカ ツキノワグマ



　年度、種類別 有害鳥獣捕獲数（グラフ） 
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アライグマ ハクビシン タヌキ ニホンザル



　年度別 被害状況調査（グラフ） 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

被
害
面
積

　（
ア
ー
ル
）

H20 H25 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Ｈ２０ Ｈ２５ H30 R1 R2 R3 R４ R5 R６

被害面積（a） 316 508 676 788 323 332 464 385 201

被害金額（千円） 8,912 7,054 10,087 12,379 7,338 7,368 3,863 5,376 5,524

－被害面積　－被害金額



　年度別 県内西毛地域４市 イノシシ捕獲数（グラフ） 
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　年度別 県内西毛地域４市 ニホンジカ捕獲数（グラフ） 



　年度別 県内西毛地域４市 小動物捕獲数（グラフ）
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※小動物はアライグマ、ハクビシン、タヌキの合計
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　鳥獣被害対策の３つの柱

◎　鳥獣被害対策は、個体
群管理、侵入防止対策、生
活環境管理の３本柱が鉄則。
◎　この３つの活動につい
て、地域ぐるみで、いかに徹
底してできるかが、対策の
効果を大きく左右。


